


 

 

しく御配慮お願いします。 

 

記 

 

１．制定する告示の内容 

総括製造販売責任者又は製造管理者として薬剤師以外の技術者を置くこと

ができる医療用ガス類として、エチレンオキサイドを含む以下のガス類を指定

する。 

（指定する医療用ガス類） 

① 亜酸化窒素 

② 亜酸化窒素及び酸素の混合物 

③ エチレンオキサイド 

④ エチレンオキサイド及び二酸化炭素の混合物 

⑤ エチレンオキサイド及びフロンの混合物 

⑥ 酸素 

⑦ 窒素 

⑧ 二酸化炭素 

 

２．適用期日等 

・告示日：令和３年２月 10日（水） 

・適用期日：令和３年８月１日（日） 

※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一

部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令の施行

日 

 




